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65
歳
以
上
の
か
た
の

 

介
護
保
険
料

◆
納
入
通
知
書
の
送
付

 
介
護
保
険
第
１
号
被
保

険
者
の
か
た
へ
７
月
末
ま

で
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
届
か
な
い
場
合
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴

い
、
第
１
～
３
段
階
の
か
た

は
公
費
に
よ
り
、
軽
減
が
強

化
さ
れ
ま
す
。

◆
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免

　

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
や

保
険
料
段
階
区
分
が
第
２
段

階
、
第
３
段
階
で
収
入
状
況
な

ど
の
理
由
に
よ
り
、
納
付
が
困

難
な
か
た
は
保
険
料
の
徴
収
猶

予
や
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

高
齢
介
護

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

４
２

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　

な
ど
利
用
者
負
担
額
が

　

あ
る
か
た
へ

　

同
一
世
帯
で
同
じ
月
に
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
世

帯
の
利
用
者
負
担
額
の
合
計
が

一
定
の
基
準
額(
市
民
税
課
税

世
帯
は
、
３
万
７
２
０
０
円
。

た
だ
し
、
障
害
児
の
い
る
世
帯

は
別
基
準
あ
り)

を
超
え
た
場

合
は
、
申
請
す
る
と
超
過
分
の

金
額
が
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
給
付
費
な
ど
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

障
害
福
祉

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

１
２

　　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

　

配
布
し
ま
す

　

援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て

い
る
か
た(

義
足
や
人
工
関
節

を
使
用
、
内
部
障
害
や
難
病
の

か
た
、
妊
娠
初
期
の
か
た
な

ど)

が
、
周
囲
へ
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る

「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
を
配
布
し

て
い
ま
す
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
見
か
け
た

ら
、
電
車
内
で
席
を
ゆ
ず
る
、

困
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
声

を
か
け
る
な
ど
、
思
い
や
り
の

あ
る
行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

配
布
場
所
・
問
合
せ
先　

障
害

福
祉
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
０
１
２　

　

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験

　

作
文
・
障
害
者
週
間
の

　

ポ
ス
タ
ー
募
集

　

障
害
の
あ
る
か
た
と
な
い
か

た
と
の
心
の
ふ
れ
あ
い
の
体
験

を
つ
づ
っ
た
作
文
や
、
障
害
者

へ
の
理
解
を
促
進
す
る
ポ
ス

タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

作
文　

小
・
中
学
生
は
４
０
０

字
詰
め
原
稿
用
紙(

縦
書
き)

２

～
４
枚
、
高
校
生
以
上
は
４
～

６
枚

ポ
ス
タ
ー　

対
象
は
小
・
中
学

生
の
み
。
Ｂ
３
ま
た
は
四
つ
切

サ
イ
ズ
画
用
紙
で
作
品
は
縦
長

申
込　

郵
送
・
持
参
で(

作
文

は
点
字
や
Ｅ
メ
ー
ル
応
募
可
。

持
参
は
平
日
の
み
受
付)

締
切　

９
月
４
日(

金)

必
着

応
募
・
問
合
せ
先 

〒
５
４
０

‐
８
５
７
０　

大
阪
市
中
央
区

大
手
前
３
‐
２
‐
12　

大
阪
府

障
が
い
福
祉
企
画
課
☎
06
・
６

９
４
１
・
０
３
５
１
、
FAX 

06
・

６
９
４
２
・
７
２
１
５

　

視
覚
障
害
者
対
象
教
養

　

講
座
「
ホ
ッ
と
ワ
ー
ク
」

　

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

日
時　

７
月
28
日(

火)

午
前
10

時
～
正
午(

要
申
込)

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
２
２

段階

第１

第２

第３

22,200円
(27,800円)
37,000円
(46,300円)
51,800円
(53,700円)

保険料年額
(昨年度年額)

●新しい被保険者証
　８月から「後期高齢者医療被保険者証」が変わります。
　被保険者証をお持ちのかたには、７月下旬までに新しい被保険者証
(薄緑色)を送付します。有効期限は来年７月31日までの１年間で、新
しい被保険者証は届いた日から使用できます。新しく被保険者になっ
たかたには被保険者証を随時送付します。
●今年度の保険料と保険料率
　被保険者のかたへ７月中に「保険料額決定通知書及び納入通知書」
を送付します。５月以降に被保険者になったかたは、加入月分から月
割で保険料を納めてください。
　保険料の年額は、均等割額と所得割額の合計(限度額64万円)になり
ます。今年度の保険料は、均等割額が被保険者一人あたり５万4,111
円、所得割額の保険料率は10.52％です。
●均等割額の軽減(下表参照)※保険料年額は軽減後
　保険料軽減特例の見直しにより、世帯の所得の状況に応じて実施さ
れてきた保険料均等割額の軽減措置は、下表のとおり段階的に変更と
なります。

所得の判定区分
均等割額の軽減割合 今年度の

保険料
(年額)

12,174円

16,233円

27,055円

43,288円

令和
２年度

令和
３年度

7.75割

７割

７割

５割

２割

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の
総所得金額などが33万円を超えないとき
【令和元年度の8.5割軽減区分】

世帯の総所得金額などが33万円+28万
5,000円×被保険者数を超えないとき

世帯の総所得金額などが33万円+52万
円×被保険者数を超えないとき

うち、被保険者全員の年金収入
が80万円以下で、その他所得が
ないとき
【令和元年度の８割軽減区分】

後期高齢者医療制度
問合せ先　高齢介護課　Ｅメールkoreikaigo@city.kaizuka.lg.jp
被保険者証・保険料☎072－433－7042、減額証・限度証☎072－433－7040

　目の不自由なかた(視覚障害者)の
ためのボランティア活動に意欲をお
持ちのかたに、点訳の基礎技術を習
得していただく講習会を開催します。

日時(全10回)　９月７日～11月16日、
月曜(祝日除く)午前10時～11時30分
場所　市民福祉センター２階講座室３
講師　井上誠一さん(貝塚市視覚障害者協会　副会長)
対象　講習会修了(８回以上出席)後、貝塚市点訳奉仕会(木曜午
前)に入会し、地元の視覚障害者のための点訳奉仕活動が継続可
能な62歳未満のかた
参加費　無料
定員　10人(市内在住者優先で、定員になり次第締切)
申込・問合せ先　点字図書室☎072－433－7080

医療機関での窓口負担を軽減します

　現在、交付している減額証、限度証の有効期間は７月31日までで
す。引続き該当するかたには、７月下旬に新しい各認定証を送付しま
す。新たに交付を希望されるかたは、申請してください。
●後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
　医療機関で提示すると、医療費や入院時の食事代の負担が軽減され
ます。
対象　自己負担割合が１割で住民税非課税世帯の被保険者
●後期高齢者医療限度額適用認定証(限度証)
　医療機関で提示すると、医療費の負担が軽減されます。
対象　自己負担割合が３割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の
被保険者
◎いずれも　被保険者証・印鑑を持参してください。

市民福祉センター

クラブ員

　市民福祉センターでは、様々な
クラブ活動を行っています。何か
始めたいと思っているかた、一緒
に活動してみませんか。
　詳しくは、お問合せください。

活動日　月２～４回
場所　市民福祉センター３階ほか
対象　市内在住で60歳以上のかた
内容　体操・ダンス・ヨガ・書
道・茶道・俳句・手芸・陶工芸・
カラオケ・民舞・農園芸・大正
琴・健康マージャンなど
申込・問合せ先　市民福祉セン
ター☎072－433－7060

募集募集
助ける
左手は親指を立て、その後ろを
右手のひらで軽く２回押す。

手話をご紹介します。

問合せ先　障害福祉課
　　　　　☎072－433－7012

点訳奉仕員養成講習会


